
第８条第１項及び第２項中「から第３項まで」を「及び第２項」に改め、同

条を第７条とする。 

第９条第１項中「乳幼児等に係る対象者」を「対象者」に、「第５条」を「第

４条」に改め、同条第２項中「乳幼児等に係る対象者」を「対象者」に改め、

同条を第８条とし、第１０条から第１２条までを１条ずつ繰り上げる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療

費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成について

は、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

通院医療費の助成対象となる年齢を引き上げること、医療費の助成対象とな

る保護者の所得の制限を廃止すること等のため、この条例を制定するものであ

る。 

 

 

議案第１１号 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年 ２ 月１３日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

を改正する条例 

川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例（昭和６２

年川崎市条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第２号中「第１５条」を「第１１条」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正に伴い、

所要の整備を行うため、この条例を制定するものである。 


